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1. 研究成果の概要

研究1：雇用に至るまでの問題の整理
 研究対象となることへの抵抗感や履歴書作成の困難，超短時間雇用に向いている研究室と

向いていない研究室があることが示唆された。

研究2：超短時間雇用の有効性の検討
 雇用主側では，時間をいかに作り出すかが課題となった一方で多様な人が混ざることで

実現できる硬直した関係性を打破できることが示唆された。
 ワーカー側では，新たな場で働く経験や新たなスキルを獲得できた一方で賃金の向上に

は結びつきにくいことが示唆された。
 学生側では，障害や新たな雇用モデルの仕組の理解が深まった一方で実現が難しだろう

という感想を得ることができた。

研究3：実践によって生じるであろう課題の事例取集
 労務管理では，雇用主が作業日時の変更調整への対応の負担が生じた。
 障害特性への対応では，事前に配慮事項の共有されるため問題がない一方で学生への障

害理解の促進が必要であった。
 コーディネーターへの負担では，超短時間雇用にかかる仕事以外の仕事を多数抱えてい

るため専門部署の設立のニーズが示唆された。



２. 研究成果の学術的意義や社会的意義

学術的意義
 障害のある人のための仕事を作り出すのではなく，あくまでも自分たちが困って
いることを仕事として切り出す

 従来の職業リハビリテーションから逆転の発想

社会的意義
 障害のある人の雇用機会の確保，月額収入の向上，社会参加の場の拡大
 2024年4月1日に施行された孤独・孤立対策推進法への貢献
ー働くことは経済的自立だけではなく社会的つながりを生み出す

 共生社会への第一歩
ー明日，あなたの隣の部屋に困難を抱える人が引っ越してきたらどうだろうか？
ー地域じゃない，隣近所だ
ー自分も何かしらの事情をもった人の一人



３. 研究開始当初の背景
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https://www.city.kobe.lg.jp/documents/41688/20200721_houkoku1.pdf

神戸市における障害のある人が一般就労していない理由
上位5項目（その他，無回答を除く）

・障害や病気で働くことができない
・高齢のため働くことができない
・年金や生活保護があるので働かなくてよい
・自分に合った・やりたい仕事がわからない
・自分に合った環境が整っていない

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/41688/20200721_houkoku1.pdf


３. 研究開始当初の背景

神戸市における就労継続支援B型の平均工賃は全国平均よりも6000円ほど低い
全国平均：16,120円 神戸市平均:10,690円
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３. 研究開始当初の背景

障害者雇用率制度（法定雇用率）
従業員が一定数以上の規模の事業主は，従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の
割合を「法定雇用率」以上にする義務がある。（障害者雇用促進法43条第1項）

週所定労働時間：週30時間（日/6h）の壁。

あくまで30時間「安定して」働くことができる人の募集



３. 研究開始当初の背景

超短時間雇用：週20時間未満の雇用のことを意味する。

東京大学先端科学技術研究センターの近藤武夫教授が提案する新たな雇用モデル



4. 研究の目的

神戸大学における障害のある人の雇用機会の創出と月額収入の向上，ならびに学生へ多様な
働き方の周知をおこない，インクルーシブな街づくりの第一歩を生み出す

【研究1】雇用に至るまでの問題の整理

【研究2】超短時間雇用の有効性の検討
雇用主：雇用側の作業負担の軽減／学生の障害者雇用への知識の増加
ワーカー：生活リズムの変化（起床・睡眠） ／外出日数／作業スキルの変化／月額収入の

変化／精神的健康

【研究3】実践により生じるであろう労務管理，障害特性への対応困難，コーディネーターの負担な
どの事例収集



５. 研究の方法

雇用までの流れ アルバイトとの違い
・コーディネーターが介在すること
・雇用のゴールが利益ではなくソーシャルインクルージョンであること



５. 研究の方法

対象者
超短時間就労に意欲を示しデータベースに登録されている障害のある人1名。

職務内容
フェーズ1：物品購入時の会計システムへの入力業務，出張の旅程検索。

フェーズ2：研究室および実験室の掃除。
（会計システム入力業務が複雑であったため職務定義の変更）

雇用期間
2023年10月〜2024年2月，2週間に1回，1回あたり2時間，期間中合計8回

その他
コーディネーター，学生へのインタビュー



６. 研究成果

研究対象となることへの抵抗感

履歴書の壁
→「過去を振り返ることが辛く，記入することができません」
→1日で書き上げることができるであろう書類に1ヶ月以上の時間を要する
→履歴書がないと働くことができない雇用ルールの変更

超短時間雇用に向いている研究室と向いていない研究室
→仕事の発生が不定期な研究室
（今週は入力業務があるが次回はあるかわからない…）

→仕事の発生が定期的にある研究室
（鉱山に含まれる不純物を除去してほしい）

【研究1】雇用に至るまでの問題の整理

鉱山に含まれる不純物を除去しているワーカー@東京大学
（1週間に1回，2時間の勤務）



６. 研究成果

2022年7月〜2023年10月まで雇用実施
に至らなかったためパンフレットを作成

【研究1】雇用に至るまでの問題の整理



６. 研究成果

【研究2】超短時間雇用の有効性の検討

雇用主
→時間をいかに作り出すか
雇用にかかる書類作成/しごとサポートとの打ち合わせ/仕事内容の教授

→多様な人が混ざることで実現できる硬直した関係性の打破

ワーカー
→就労継続支援B型以外の場所で働く経験
→新たなスキルの獲得（会計システム入力やルート検索）
→生活保護制度における勤労控除

学生
→自分と他の学生との差異への気づき
（私は障害に少し詳しいけど隣に居る学生さんは無知なんだな…）

→仕組みは理解できるが実現が難しそう



６. 研究成果

【研究3】実践により生じるであろう労務管理，障害特性への対応困難，コーディネーターへの負担
などの事例収集

労務管理
→作業日時の変更調整への対応（雇用主）

障害特性への対応
→事前の配慮事項の共有
（金属音，黄砂，猫など）

→学生への障害理解の促進が必要

コーディネーターへの負担
→超短時間雇用にかかる仕事以外の仕事を多数抱えている
→専門部署の設立へ
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